
日本移植学会移植認定医制度規則・細則 

 

新旧対照表 

 

（規則） 

新 旧 備考 

 

第 3章 移植認定医申請資格 

 

第 5条 

4) 申請直近の５年以内に臓器移植関連の学会、研究

会、教育セミナーなどへの参加ならびに筆頭発表によ

る研修点数５０点以上を取得していること。個別の研

修点数については別途定める。なお、この研修点数の

中には日本移植学会総会への参加が１回以上含まれ

ていること。 

 

 

第 3章 移植認定医申請資格 

 

第 5条 

4) 申請直近の５年以内に臓器移植関連の学会、研究

会、教育セミナーなどへの参加による研修点数５０

点以上を取得していること。個別の研修点数につい

ては別途定める。なお、この研修点数の中には日本

移植学会総会への参加が１回以上含まれているこ

と。 

 

（P1） 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

第 5章 移植認定医の更新 

 

第 12 条 

3) ５年間で臓器移植関連の学会、研究会、教育セミ

ナーなどへの参加ならびに筆頭発表による研修点数

５０点以上を取得していること。個別の研修点数につ

いては別途定める。なお、この研修点数の中には日本

移植学会総会への参加が１回以上含まれていること。 

 

 

第 5章 移植認定医の更新 

 

第 12 条 

3) ５年間で臓器移植関連の学会、研究会、教育セミ

ナーなどへの参加による研修点数５０点以上を取得

していること。個別の研修点数については別途定め

る。なお、この研修点数の中には日本移植学会総会

への参加が１回以上含まれていること。 

 

（P2） 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

  



（細則） 

新 旧 備考 

 

第 4章 移植認定医申請書類 

 

第 11 条 

8)臓器移植関連の学会、研究会、教育セミナーなどへ

の参加ならびに筆頭発表の研修点数リスト(５０点以

上) 

 (参加・受講)参加証・受講証あるいはそれを証明す

る記録、または記録のコピー 

 (筆頭発表)抄録または抄録のコピー 

 

 

第 4章 移植認定医申請書類 

 

第 11 条 

8)臓器移植関連の学会、研究会、教育セミナーなど

への参加研修点数リスト(５０点以上) 

 参加証・受講証あるいはそれを証明する記録、ま

たは記録のコピー 

 

 

 

（P5） 

 

 

 

 

追加 

 

追加 

 

追加 

 

 

第 5章 更新申請書類 

 

第 12 条 

3) 臓器移植関連の学会、研究会、教育セミナーなど

への参加ならびに筆頭発表の研修点数リスト(５０点

以上) 

  (参加・受講)参加証・受講証あるいはそれを証明す

る記録、または記録のコピー 

 (筆頭発表)抄録または抄録のコピー 

 

 

第 5章 更新申請書類 

 

第 12 条 

3) 臓器移植関連の学会、研究会、教育セミナーな

どへの参加研修点数リスト(５０点以上) 

  参加証・受講証あるいはそれを証明する記録、ま

たは記録のコピー 

 

 

 

（P6） 

 

 

 

追加 

 

追加 

 

 

追加 

 

 

＜日本移植学会移植認定医審査のための研修点数の

基準＞ 

 

 日本移植学会総会への参加 10 点 

 日本移植学会総会での筆頭発表 5 点 

 移植関連の国際学会への参加 5 点 

 移植関連の国際学会での筆頭発表 5点 

 全国規模の移植関連国内学会・研究会への参加（地

方会は不可） 5 点 

 全国規模の移植学会関連学会・研究会での筆頭発

表 3 点 

 日本移植学会教育セミナーへの参加 

 春季の一日のセミナー（スプリングセミナー）  

10 点 

 総会会期後の半日のセミナー（オータムセミナー） 

5 点 

 日本移植学会移植認定医講習の受講 5 点 

 移植関連学会・研究会主催の教育セミナー（2 時

間以上を原則とする） 3 点 

 

 

＜日本移植学会移植認定医審査のための研修点数の

基準＞ 

 

 日本移植学会総会への参加 10 点 

 移植関連の国際学会への参加 5 点 

 全国規模の移植関連国内学会・研究会への参加

（地方会は不可） 5 点 

 日本移植学会教育セミナーへの参加 

 春季の一日のセミナー（スプリングセミナー）  

10 点 

 総会会期後の半日のセミナー（オータムセミナ

ー） 5点 

 日本移植学会移植認定医講習の受講 5 点 

 移植関連学会・研究会主催の教育セミナー（2時

間以上を原則とする） 3 点 

（P7） 

 

 

 

 

追加 

 

追加 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


